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上位計画及び関連計画の整理 

 

本市の住宅政策の基本方針を示す住宅マスタープランは、平成７（1995）年に初めて策定され、

その後の社会状況等を踏まえ、平成 13（2001）年、平成 23（2011）年に定められてきた。その後、

空き家対策、高齢者や子育て世代に向けた支援等、住宅施策に関わる社会情勢の変化が現れたこ

とから、第三次計画について平成 28（2016）年度に改訂を行ったところである。 

本計画は、国の「住生活基本計画」や東京都の「東京都住宅マスタープラン」、また、本市の関

連計画との整合を図りつつ、より効果的かつ効率的に住宅施策を推進していくことを念頭に、上

位計画及び関連計画を整理する。 

 

■武蔵野市住宅マスタープランの変遷 

 策定時期 基本理念 

第１次 平成７（1995）年 ゆとりある住まい・住環境の実現を目指して 

第２次 平成 13（2001）年 豊かな住環境の中で、支え合いながら、にこやかに

暮らしていける住生活の実現をめざして 

第３次 平成 23（2011）年３月 豊かな住環境の中で、支え合いながら、にこやかに

暮らしていける住生活の実現 第３次改訂版 平成 29（2017）年２月 

 

■第三次住宅マスタープランの位置づけ 
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（１）国の計画 

 

住生活基本計画（全国計画） 

 策定時期 平成 28年３月（閣議決定） 

 計画期間 ― 

 概要 ・住生活基本計画（全国計画）は、「住生活基本法」（平成 18 年法律第 61 号）に基

づき、国民の住生活の安定の確保及び向上の促進に関する基本的な計画として策

定された。 

・計画においては、国民の住生活の安定の確保及び向上の促進に関する目標や基本

的な施策などを定め、目標を達成するために必要な措置を講ずるよう努めること

とされている。 

・少子高齢化・人口減少社会を正面から受け止めた、新たな住宅政策の方向性を提

示し、重要なポイントとして次の３点があげられている。 

ポイント①若年・子育て世帯や高齢者が安心して暮らすことができる住生活の

実現 

ポイント②既存住宅の流通と空き家の利活用を促進し、住宅ストック活用型市

場への転換を加速 

ポイント③住生活を支え、強い経済を実現する担い手としての住生活産業を活

性化 
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（２）東京都の計画 

 

東京都住宅マスタープラン 

 策定時期 平成 29（2017）年３月 

 計画期間 平成 28（2016）～37（2025）年度 

 概要 ・東京都住宅マスタープランは、住宅政策を総合的かつ計画的に推進するため、今

後 10年間の住宅政策の展開の方向を示したものである。 

・2016（平成 28）年度から 2025（平成 37）年度までの 10 年間を計画期間とし、住

生活基本法に基づく住生活基本計画の都道府県計画としての性格を併せ持つも

の。 

・“豊かな住生活の実現と持続に向けて”、8つの目標を掲げ、その実現のために、次

の 3つに着目し、具体的な施策を総合的・計画的に推進するとしている。 

着眼点 1：既存ストックの有効活用 

着眼点 2：多様な主体・分野との連携 

着眼点 3：地域特性に応じた施策の展開 

・また、政策指標を設定し、目標の達成状況を定量的に把握することにより、施策

の効果について検証を行うとしている。 

 

 

TOPICS 

【東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例】 

○目的：マンション管理士、マンション管理業者、マンション分譲事業者その他マンションに関わる者の協力
の下、マンションの管理の主体である管理組合に対し、行政が積極的に関わり、マンションの管理不全
を予防し、適正な管理を促進するとともに、その社会的機能を向上させることにより、良質なマンショ
ンストック及び良好な居住環境の形成並びにマンションの周辺における防災・防犯の確保及び衛生・環
境への悪影響の防止を図り、もって都民生活の安定向上及び市街地環境の向上に寄与することを目的と
しています。 

○主な内容： 

１．都や管理組合、事業者等の責務の明確化 

都をはじめ、マンションの管理の主体である管理組合や、関係事業者等の責務を明確にします。 

２．管理組合による管理状況の届出（管理状況届出制度） 

要届出マンションの管理組合は、管理状況の届出が必要です。 

３．管理状況に応じた助言・支援等の実施 

都は、区市町村や関係事業者等と連携して、届出によって把握した管理状況に応じ、管理組合等に対
する助言・支援、 指導等を行います。 
 
 

【管理組合による管理状況の届出】（条例第 15～17 条）（2020年４月～） 

○要届出マンション：昭和 58年 12月 31日以前に新築されたマンションのうち、人の居住の用に供する独立部
分の数が６以上であるもの。 

○届出事項：管理組合は、管理組合の運営体制の整備、管理規約の設定、総会の開催、管理費及び修繕積立金
の額の設定、修繕の計画的な実施など管理状況に関する事項。 

○届出方法：インターネットからの入力又は届出書の提出による（予定）。 
○届出の更新・変更：要届出マンションの管理組合は、定期に届出内容の更新が必要。また、届出内容に変更

が生じた際には、変更の届出が必要。 
○その他：都は、届出を行ったマンションや、正当な理由なく届出がないマンションの管理組合や区分所有者

等に対し、管理組合又は区分所有者等の協力を得て、当該マンションに立ち入り、書類その他の
物件を調査することができる。 

 



7～8 

 



 

 



9 

 

 

 

 

  



10 

 

（３）本市の関連計画 

・各分野の基本計画等の概要や住宅政策と関係する内容について示す。 

 

①第五期長期計画・調整計画【現在、第六期計画策定中】 

 策定時期 平成 28年１月 

 計画期間 平成 28～32年度 

 概要 ・福祉・都市基盤・教育など各分野の個別計画の最上位に位置し、市の目指すべき

将来像を示すとともに、市が実施する政策の根拠となる最も重要な計画。 

・長期計画は 10年間を計画期間として策定されたが、市長選挙が行われ市政をめぐ

る情勢に大きな変化があったため、計画の実効性を保つため、平成 28～32年度の

5年間を計画期間とする調整計画が策定された。 

 

②都市計画マスタープラン 

 策定時期 平成 23年４月 

 計画期間 （目標年次）2030年 

 概要 ・めざすべき都市像を「環境共生・生活文化創造都市むさしの」とし、分野別・地

域別方針と、多様な主体との協働による取組を掲げた。 
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③健康福祉総合計画 

 策定時期 平成 30年(2018)年３月 

 計画期間 平成 30年(2018)年度～平成 35(2023)年度 

 概要 ・（1）第 5 期地域福祉計画、（2）高齢者福祉計画・第 7 期介護保険事業計画、（3）

障害者計画・第 5 期障害福祉計画・障害児福祉計画、（4）第 4 期健康推進計画・

食育推進計画の 4 つの個別計画に共通する横断的な課題や連携すべき課題を総合

的に整理したもの。 

・誰もが安心して住み続けられるまちを目標とし、健康福祉行政の目指すべき方向

性と総合目標を明らかにするとともに、重点的な取組みを定めた。 
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④緑の基本計画 2019 

 策定時期 平成 31（2019）年３月 

 計画期間 ― 

 概要 ・緑地の適正な保全、緑化の推進を総合的かつ計画的に実施するために策定。 

・緑には都市環境改善の機能、生態系の保全、潤いと健康・レクリエーションの機

能、防災機能、都市景観の形成、地域の活性化、地域の歴史の継承といった役割

があると認識し、今ある緑を守りながら質の高い緑空間を創出するとしている。 

・緑とともに暮らすことで、まちへの愛着を育て、定住化につながっている。 
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⑤耐震改修促進計画 

 策定時期 平成 30（2018）年３月 

 計画期間 平成 28（2016）～32（2020）年度 

 概要 ・地震における建築物の倒壊等の被害から、市民の生命、身体及び財産を保護する

とともに、都市型災害に対する地域防災力と広域防災力の強化を図り、災害に強

いまちづくりを実現するために策定。 

・平成 23年 3月に発生した東日本大震災を教訓に、法改正や都計画を踏まえ策定。 

・2020 年度末までに住宅の耐震化率を 95％に引き上げるため、「武蔵野市耐震化緊

急促進アクションプログラム 2018」も策定。 
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⑥空き住宅等対策実施方針 

 策定時期 平成 30（2018）年 12月 

 計画期間 ―（第四次住宅マスタープランに統合予定） 

 概要 ・住みやすいまちとして良好な住環境づくりを推進し、市民が住み続けたい・住み

続けられるまちを目指している。そのため、まちの魅力を高め、適切かつ維持可

能な需要形成を進めることで、空き住宅等の発生を抑制（予防）するとともに、

空き住宅等を目標達成に向けた貴重なストック（資産）として位置づけ、戸建住

宅や集合住宅、店舗等も含め、閑静な住宅地の形成や市街地の活気あるにぎわい

の創出といった地域特性、また求められる機能等に配慮しながら、所有者等に対

し適切な管理や利活用の促進を働きかける。 

・３つの基本の柱 

 ①予防の取り組み（空き住宅等の発生抑制） 

 ②適切な管理・利活用の取り組み（空き住宅等の適切な管理と利活用への働きか

け） 

 ③管理不全の空家等への取り組み（管理不全の空家等の発生抑制と対応） 

 


